
函館市観光パンフレット広告掲載取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，函館市広告掲載要綱の規定に基づき，函館市観光

パンフレット広告掲載事業の実施について必要な事項を定めるものと

する。 

（広告掲載の媒体） 

第２条 広告を掲載する媒体は，函館市観光パンフレット「浪漫函館」

（２００９年３月発行）とする。 

（広告の位置，規格および掲載料） 

第３条 広告の位置，規格および掲載料は次のとおりとする。 

(1) 位   置  表４ ４分の３上段部分 

(2) 規   格  １８０ｍｍ×１６５ｍｍ 

(3) 掲 載 料  ３６２，２５０円 

（媒体作成部数および広告掲載期間） 

第４条 観光パンフレットの作成部数は，２５万部とする。 

２ 広告掲載期間は，当該観光パンフの発行日から概ね１年間とする。 

（広告掲載希望者の募集方法） 

第５条 広告掲載希望者の募集は，市ホームページにて行うものとする。 

（広告掲載の申し込み） 

第６条 広告掲載希望者は，広告掲載申込書（別記第１号様式）に掲載

しようとする広告の見本を添えて，函館市観光コンベンション部に提

出するものとする。 

（広告掲載条件） 

第７条 広告の掲載については，函館市広告掲載要綱および函館市広告

掲載基準によるもののほか，市税を滞納している者の広告は掲載しな

い。 

（広告掲載の決定等） 

第８条 広告掲載希望の申し込みがあったときは，函館市広告審査委員

会において，掲載する広告の可否を審査する。 

２ 広告の掲載を決定したときは，広告掲載決定通知書（別記第２号様



式）によりまた掲載できないと決定したときは，広告非掲載決定通知

書（別記第３号様式）により広告掲載申込者に通知するものとする。 

３ 広告掲載決定通知を受けた者（以下「広告主」という。）は，観光

コンベンション部長が指定する方法により指定する期日までに広告の

版下原稿を提出するものとする。 

（広告掲載料の納付） 

第９条 広告主は，広告掲載決定通知書に記載された納入期限までに広

告掲載料を一括納付しなければならない。 

（広告掲載料の還付） 

第10条 既納の広告掲載料は，還付しない。ただし，広告主の責めによ

らない理由により掲載することができなかったときは，その全部また

は一部を還付することができる。 

（広告の取り消し） 

第11条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，広告掲載を取

り消すことができる。 

(1) 函館市の広告関連規定に違反したとき。 

(2) 観光パンフレット作成上支障を生じたとき。 

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。 

（広告主の責任等） 

第12条 広告の内容に関する責任は，広告主が負うものとする。 

２ 前条第１号の規定により広告を取り消された広告主は，市が受けた

損害に対して責任を負うものとする。 

（委任） 

第13条 この要領に定めるもののほか，必要な事項は観光コンベンショ

ン部長が定める。 

 

附 則 

この要領は，平成２１年１月２６日から施行する。 



別記第１号様式 

 

函館市観光パンフレット広告掲載申込書 

 

平成  年  月  日 

 

函館市長 様 

 

（申込者） 

住所 

会社(団体)名 

氏名           印 

電話 

 

 

 函館市観光パンフレット広告掲載取扱要領第６条の規定に基づき， 

下記のとおり申し込みします。 

 

記 

 

１ 広告の内容 添付原稿のとおり 

２ 条 件 

・各種法令および函館市の広告関連規定を遵守します。 

・函館市税の滞納はありません。 

・函館市が市税納付状況調査を行うことに同意します。 

 

 

 

 

 

 



別記第２号様式 

 

函館市観光パンフレット広告掲載決定通知書 

 

平成  年  月  日 

 

          様 

 

函 館 市 長 

 

 

 平成年月日付けで申し込みのありました広告掲載につきましては，函

館市広告掲載要綱等の基準に適合し，函館市広告審査委員会の承認があ

りましたので通知します。 

 

記 

 

１ 広告掲載の媒体     函館市観光パンフレット 

２ 広 告 掲 載 料   ３６２，２５０円 

３ 広告掲載料納入期限   平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第３号様式 

 

函館市観光パンフレット広告非掲載決定通知書 

 

平成  年  月  日 

 

          様 

 

函 館 市 長 

 

 

 平成  年  月  日付けで申し込みのありました広告掲載につき

ましては，函館市広告審査委員会において，掲載しないことと決定した

ので通知します。 

 

記 

 

１ 広告掲載の媒体 函館市観光パンフレット 

２ 非掲載理由 


